


▲６人＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度以降＞

≪削減数≫

▲１８万円

≪国庫納付見込額≫

・ 公用車１台の売却（平成２２年度中）

▲3,700万円

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞ ≪削減額≫

≪今後の対応≫平成21年度 平成22年度 削減数

役員 2（常勤理事・非常勤監事）
/4人中

2（常勤理事・非常勤監事）
/4人中

0

職員 0/44人中 0/44人中 ０

改革効果

※ 上記１の統合による５人の
削 減 分 を 含 む 場 合 は
▲8,100万円

独立行政法人国立健康・栄養研究所の改革案について

４８人(役員4,事務12,
研究者32）

４８人(役員4,事務12,
研究者32）

４２人(役員2事務8
研究者32）

※ 平成２３年度に管理部門における業務効率化
を前倒しし職員（現役出向者）１名を削減

※ 平成23年度以降他の研究開発型の独立行政法人との統
合（予定）により、さらに役員２、事務３を削減。

７．９億円 ７．４億円 ７．０億円
・ 23年度以降他の研究開発型の独立行政法人との統合等の場合に予想される額

６．６億円

国家公務員
OB関連

＜これまでに行ってきた改革努力＞ 22年度は、研究事業の見直しにより約5,000万円削減

１．ヒト（組織のスリム化）

２．モノ（余剰資産などの売却）

３．カネ（国からの財政支出の削減）

仕分け後

役員（常勤理事、非常勤監事）２
名については、任期満了時に公
募による選任を実施



（１）他の研究開発型の独立行政法人との統合

（２）特別用途食品の試験業務

民間検査への移行促進の観点から、検査法の標準化等に取り組む。
コストに見合った手数料水準に是正

（３）栄養情報担当者（NR）制度の見直し

省内事業仕分の結果を踏まえ、ＮＲ制度に当該研究所が関与しないことを前提に第三者機関への
事業の移管を行う。

※ただし、以下の点について留意が必要となるため、検討を行う。

① 国の通知によるアドバイザリースタッフの習得事項を満たす科学的な水準の維持と中立・公正
な制度運営の確保
② 既に資格を有している者の活動や養成講座受講生などの資格取得に支障を来さないよう配慮

仕分け後

４．事務・事業の改革

「研究開発法人のあり方の検討（文部科学省、内閣府）」や「独立行政法人・政府系公益法人等の
抜本改革に向けた当面の進め方 （平成２２年６月１８日行政刷新担当大臣）」の動向も踏まえつつ、
他の研究開発型の独立行政法人との統合を行い、業務の効率化、合理化を図る。



【参考】仕分け結果を踏まえた改革案について（（独）国立健康・栄養研究所）

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

１．ＮＲの資格については、他の公的な資
格との兼ね合いについて調査すべき。
資格がどのよう役立っているのか客観
的に検討すべき。

１．栄養情報担当者（NR）制度の見直し

＜仕分け前の改革案＞ ＜仕分け後の改革案＞

既に資格認定を
した方への調査な
ども行い、他のア
ドバイザリー資格
などとの連携や共
同等の可能性につ
いて検討する。

省内事業仕分の結果を踏まえ、ＮＲ制度に
当該研究所が関与しないことを前提に第三
者機関への事業の移管を行う。

※ただし、以下の点について留意が必要と
なるため、検討を行う。

① 国の通知によるアドバイザリースタッフ
の習得事項を満たす科学的な水準の維持と
中立・公正な制度運営の確保

② 既に資格を有している者の活動や養成
講座受講生などの資格取得に支障を来さな
いよう配慮

２．管理部門（１２人）が全て現役出向者
という形態でよいのか検討すべき。

２．現役出向者の削減

○ 平成２３年度から管理部門における業務効率化を促進し、職員
（現役出向者）を１名削減し１１名とする。

○ 平成２３年度以降、他の研究開発型の独立行政法人との統合（予定）
によりさらに役員２名、職員３名を削減する。



独立行政法人国立健康・栄養研究所の概要

≪基礎データ≫

≪主な事務・事業≫

≪組織体制≫

研究企画評価主幹

栄養疫学プログラム

健康増進プログラム

臨床栄養プログラム

栄養教育プログラム

基礎栄養プログラム

情報センター

国際産学連携センター

食品保健機能プログラム

事 務 部

理 事

監 事

理事長
〈研究部門〉

〈情報部門〉

〈対外部門〉

〈事務部門〉

組織図

【22年度】 【 （参考）21年度】

本部
1部（3課）・6ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑ・2ｾﾝﾀｰ（44人）

うち管理部門
1部3課（12人）

27%

事務・事業 予算
うち国からの
財政支出

調査研究 ６．４億円
（うち１．９億円）

５．９億円
（うち１．９億円）

健康増進法に基づく業務
①国民健康・栄養調査

②特別用途食品の試験

０．６３億円
（うち０．１８億円）

０．５０億円
（うち０．１５億円）

０．６１億円
（うち０．１８億円）

０．４２億円
（うち０．１５億円）

栄養情報担当者（ＮＲ）制度 ０．３４億円 ０．０４億円

＊ 役職員数は平成22年４月１日現在、予算額は平成22年度の数値、うち国家公
務員出身者・現役出向者についてはそれぞれの年度の４月１日現在、うち国か
らの財政支出についてはそれぞれの年度の数値

※（ ）は共通事務費（光熱水料等）から、各事業に要する事務費分を内数で表記

役員 4人
うち
国家公務員出身者

2人 2人

うち
現役出向者 － －

職員 44人
うち
国家公務員出身者

－ －

うち
現役出向者 13人 14人

予算 ８．４億円 うち
国からの財政支出

７．４億円 ７．９億円

法 人 に 占 め る
管理部門の割合

このほか非常勤職
員６２人



独立行政法人労働安全衛生総合研究所の改革案について

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞

２１人 １７人 １４人

≪削減数≫

４人削減 ３人削減

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞

２７．８億円 ２３．１億円 ２２．６億円

○徹底した経費の節減 ○施設整備計画の見直し ○組織のスリム化

平成21年度 平成22年度 削減数

役員 1/5人中 0/5人中 ▲1

職員 0/111人中 0/107人中 0

※ 上記１の組織のスリム化
による３人の削減分を含む。

管理部門の職員数

▲4700万円 ▲2000万円

余剰資産はないが、施設・設備の有償貸与を進める。

改革効果

▲３人 ▲１人

仕分け前仕分け後

国家公務員
OB関連

１．ヒト（組織のスリム化）

２．モノ（余剰資産などの売却）

３．カネ（国からの財政支出の削減）

仕分け前仕分け後

≪削減額≫



【研究業務の更なる効率化】

○ 外部研究資金の獲得額の向上に向け、目標を設定して取り組む。

平成２３年度の目標は、研究費に占める外部研究資金の割合を３分の１以上とする。

○ 省庁を越えた共同研究の実施、連携の強化に取り組む。

プロジェクト研究の内部評価・外部評価において、共同研究の実施可能性の検
討 ・ 進捗状況の把握 ・ フォロ－アップを重点的に実施。

※ 共同研究の割合：過去３年間平均４６％

４．事務・事業の改革

仕分け後

○ （独）医薬基盤研究所及び（独）国立健康・栄養研究所との統合等による効率化を
図る。 仕分け後

・役員自らによる外部研究資金の獲得
・外部研究資金に１人２件以上の応募
・役員、職員の個人業績評価への反映（外部研究資金応募・獲得実績の重点項目化）



【参考】仕分け結果を踏まえた改革案について
（独立行政法人労働安全衛生総合研究所）

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

１．管理部門について、更
なる効率化を図るべき。

管理部門における人員削減 （改革案の強化）

管理部門・研究部門間の手続の再点検等を行い、業務の効
率的運営に努め、管理部門を中心とした職員数の削減につな
げる。

＜平成21年度＞ ＜平成23年度＞＜平成22年度＞

２１人 １７人 １４人

管理部門の職員数

２年間で３分の１の削減

４人削減 ３人削減

１人削減 ３人削減

（仕分け前の改革案） （仕分け後の改革案）



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

２．競争的研究資金など外
部研究資金の積極的な
獲得を行うべき。

３．他研究機関との協力、
統合を行うべき。

外部研究資金の獲得額の向上に向け、目標を設定して
取り組む。

プロジェクト研究の内部評価・外部評価において、共同研究
の実施可能性の検討 ・ 進捗状況の把握 ・ フォロ－アップを重
点的に実施。

※共同研究の割合：過去３年間平均４６％

省庁を越えた共同研究の実施、連携の強化に取り組む。

（独）医薬基盤研究所及び（独）国立健康・栄養研究所と
の統合等による効率化を図る。

平成２３年度の目標は、研究費に占める外部研究資金の割合
を３分の１以上とする。

・役員自らによる外部研究資金の獲得

・外部研究資金に１人２件以上の応募

・役員、職員の個人業績評価への反映
（外部研究資金応募・獲得実績の重点項目化）



独立行政法人労働安全衛生総合研究所の概要

≪基礎データ≫

≪主な事務・事業≫

事務・事業 予算 うち国からの
財政支出

労働安全衛生に関する調査
研究

２４億円 ２３億円

≪組織体制≫

理
事
長

理

事

監

事

人間工学・リスク管理研究グループ(12)

環境計測管理研究グループ(10)

環境研究領域

健康研究領域

安全研究領域

健康障害予防研究グループ(11)

作業条件適応研究グループ(11)

有害性評価研究グループ(12)

化学安全研究グループ(7)

建設安全研究グループ(10)

電気安全研究グループ(5)

機械システム安全研究グループ(9)

所在地：東京都清瀬市（本部）及び 神奈川県川崎市

総務部(17)

研究企画調整部(2)

労働災害調査分析センター(1)

国際情報・研究振興センター(-)

（ＷＨＯ労働衛生協力センター）

管理・企画部門 2部2センター
研究部門 3研究領域9グループ

うち管理部門
１部（１７人）

16％

役員
５人

（うち監事２人）

うち
国家公務員出身者

０人 １人

うち
現役出向者

２人 １人

職員 １０７人

うち
国家公務員出身者

０人 ０人

うち
現役出向者

２０人 ２４人

予算 ２４億円 うち
国からの財政支出

２３億円 ２８億円

【22年度】 【 （参考）21年度】

＊ 役職員数は平成22年４月１日現在、予算額は平成22年度の数値、うち
国家公務員出身者・現役出向者についてはそれぞれの年度の４月１日現
在、うち国からの財政支出についてはそれぞれの年度の数値

このほか
非常勤職員９人

法人に占める
管理部門の割合



独立行政法人勤労者退職金共済機構の改革案について

役員▲１人 ▲１人
職員▲１０人程度 ▲７人

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞
役員７人
職員255人

≪削減数≫

▲１．６億円相当の越谷
宿舎の土地を国庫納付

≪国庫納付見込額≫

・ 本部ビル（土地１，９１７㎡）は、耐用年数を経過した時点で売却・移転
・ 宿舎の全廃、22年度中の売却を目指し雇用・能力開発機構と協議中

▲4600万円

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞

32.7億円
（運営費交付金）

15.4億円
（基幹的業務に係る補助金）

14.9億円

≪削減額≫

理事：引き続き公募選考を
実施（次期改選：23年10月）

≪今後の対応≫平成21年度 平成22年度 削減数

役員 4/7人中 1（※）/7人中 ▲3

職員 0/257人中 0/255人中 -

１．ヒト（組織のスリム化）

２．モノ（余剰資産などの売却）

３．カネ（国からの財政支出の削減）

改革効果

※平成21年10月に理事の４名について公募を実施した結果、１名採用

役員 ６人(23.10.1～)
職員248人(24年度から)

役員７人
職員257人

40.7億円
（運営費交付金）

＜平成16年度＞

・清退共、林退共の見直し ・適格年金移行課の廃止等

・システムオープン化による運用コストの削減等

国家公務員
OB関連

仕分け前仕分け後

・管理部門のスリム化等
※２５年度までに２２年度
の職員数から少なくとも１
０人程度削減



【効果的な加入促進等】

○ これまでの加入促進活動結果を検証し、今後、効率的な加入促進を行うため、大都市への集約化を図る

○ 高い実績を得ている団体の積極的活用をさらに進めるとともに、今後新規拡大が見込める分野の業界団

体への委託等についても検討

○ 相談コーナー（８カ所）について、稼働率が高い所以外の６カ所を廃止（コールセンター化を検討）

【未請求問題等への対応】

○ 退職後３ヶ月（※）を経過した時点で退職金が未請求の場合に、退職者の住所の提供を事業主に依頼し、

迅速な住所把握を図る（得られた情報に基づき機構から退職者に直接請求を要請）

（※従来は退職後６ヶ月）

○ これまでの未請求対策を検証するとともに、住基ネットの活用の検討（法改正が必要）や、退職時の被共済

者の住所把握の実施等による効率的な取組を推進

【業務の一体的な運営の推進】

○ 特定業種退職金共済事業（建退共、清退共、林退共）のみならず、一般の中小企業退職金共済も含め、機

構全体の資産運用とシステム運用について、一体的に実施

○ 清退共と林退共の業務運営の一体化を進める

【資産運用の透明性の確保】

○ 基本ポートフォリオ等に関するＡＬＭ研究会、資産運用検討委員会、資産運用評価委員会の会議資料や

議事要旨をホームページに掲載するなど、透明性の向上を図る（２２年度から実施）

４．事務・事業の改革

仕分け後

仕分け後



【参考】仕分け結果を踏まえた改革案について（勤労者退職金共済機構）

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

１．管理部門の効率化・コスト削減を図るべき。

２．特定業種の一体的な業務運営を検討する
べき。

○ 下記の取組により、２５年度までに２２年度
の職員数から少なくとも１０人程度削減（仕分
け前においては７人を削減）。
・ 管理部門のスリム化（総務部職員の削減）。
・ 特定業種退職金共済事業（建退共、清退
共、林退共）のみならず、一般の中小企業
退職金共済も含め、機構全体の資産運用
とシステム運用について、一体的に実施。

○ 清退共と林退共の業務運営の一体化を進
める。
○ 資産運用とシステム運用について、一般中
退を含め一体的に実施（上記１参照）。

○ 基本ポートフォリオ等に関するＡＬＭ研究会、
資産運用検討委員会、資産運用評価委員会
の会議資料や議事要旨をホームページに掲
載するなど、透明性の向上を図る（２２年度か
ら実施）。

３．資産運用に透明性を確保すべき。



独立行政法人勤労者退職金共済機構の概要

≪基礎データ≫

≪主な事務・事業≫

≪組織体制≫

本部
10部33課

（255人）
うち管理部門
1部4課（32人）

１３％

地方 - - -

＊ 役職員数は平成22年４月１日現在、予算額は平成22年度の数値、うち
国家公務員出身者・現役出向者についてはそれぞれの年度の４月１日現
在、うち国からの財政支出についてはそれぞれの年度の数値

役員 ７人

うち
国家公務員出身者 １人 ４人

うち
現役出向者 ０人 ０人

職員
２５５人

うち
国家公務員出身者 ０人 ０人

うち
現役出向者 ７人 ７人

予算 5,722億円
うち
国からの財政支出 90億円 107億円

【22年度】 【 （参考）21年度】

このほか
非常勤職員224人

法人に占める
管理部門の割合

理事長
理事長代理
理事

監事

総務部

業務運営部

契約業務部

給付業務部

資金運用部

事業推進部

ｼｽﾃﾑ管理部

中小企業退職金共済事業本部

建設業退職金共済事業本部 建設業事業部

清酒製造業退職金共済事業本部

林業退職金共済事業本部

清酒製造業事業部

林業事業部

事務・事業 予算 うち国からの
財政支出

中小企業退職金共済事業
5,722
億円

90

億円※

※うち基幹的業務に係る事務費補助金 １，５３６百万円

加入や掛金増額の際の共済契約者への助成 ７，４５３百万円



独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の改革案について

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞
職員数722人 職員数716人

※ １部５課の廃止

統合による組織・人員の効率化
≪削減数≫

・ 総務・企画・経理部門の統合による組織・人員の効率化
・ 職業能力開発業務の移管を受けても、役員法定数（８人）は増員せず。

▲約3.3億円

≪削減額≫

・ 高齢・障害・求職者雇用支援機構（仮称）への移行に伴う東京本部の幕張本部への集約化
※高齢・障害・求職者雇用支援機構（仮称）への移行後に必要な改修作業を実施し、速やかに移転
・ 石川障害者職業センター跡地及び旧三重障害者職業センターを処分
・ 人事・給与・会計システムについて順次統合

▲約13.6億円
（国からの財政支出分▲7.6億円のほ
か、障害者雇用納付金分▲6億円）

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞

434億円 319億円 委託方式の廃止に伴う効
率化等

≪削減額≫

・ 地方業務の委託方式の廃止に伴う効率化
・ 人件費の削減（地域手当の引下げにより、ラスパイレス指数（地域・学歴勘案）を
平成22年度に100以下とする。 ）

理事長： 新法人発足時に公募
職員： 新法人発足までに解消

≪今後の対応≫

平成21年度 平成22年度 削減数

役員 3/8人中 1/7人中 ▲2

職員 7/722人中 3/716人中 ▲4

３．カネ（国からの財政支出の削減）

改革効果

※ 現在の両機構の管理部門６部２０９人

※ 集約後の平年度ベース

国家公務員
OB関連

※ 管理部門３部１８９人 ▲20人

２．モノ（余剰資産などの売却）

１．ヒト（組織のスリム化）

仕分け後

※ 地域障害者職業センターの事務担当職員（事務集約化による削減）
３３人（２２年４月） → ２７人（２３年４月） ▲６人

▲２６人＋α ▲２０人

仕分け前

※統合後３年以内に、更に
管理部門の１割（１９人）以
上の削減に取り組む。

仕分け後

仕分け後
≪国庫納付見込額≫

▲約1.0億円（簿価額）

※ このほか上記１の組織のスリム化
による削減

仕分け後



・ 21年4月から地域障害者職業センターの業務となった助言・援助業務を推
進し、地域の就労支援機関における障害者支援を促進。地域障害者職業
センターは当該機関では対応困難な障害者を重点とする業務運営を更に
加速

・ 地方業務の委託方式の廃止に伴い、地域障害者職業センター業務と併せ
て効率化

・ 地域障害者職業センター公用車の軽自動車への転換
144台の1/3 （▲約14百万円）

・ 美術品等不要資産の速やかな処分

・ 地域障害者職業センター事務集約化により事務担当職員の削減（再掲）
47人〔16年度〕 → 33人〔22年4月〕 → 27人〔23年4月〕

４．事務・事業の改革

仕分け後

仕分け後

仕分け後

仕分け後



【参考】仕分け結果を踏まえた改革案について
（独立行政法人 高齢･障害者雇用支援機構）

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

１． 管理部門の効率化を進める
べき

（独）雇用･能力開発機構からの業務移管時に２０人削減し、その
後３年以内に組織・人員の効率化を進め、更に管理部門の１割
（１９人）以上の削減に取り組む。

２． 事業規模は縮減すべき

３． 美術品等不要資産について
は売却すべき

美術品等不要資産の速やかな処分（なお、行政刷新会議・事業
仕分けに際して指摘のあった障害者職業総合センターの壁画に
ついては複製であり、資産価値はないとの評価）

・ 東京本部を幕張本部に移転することによる合理化

※高齢・障害・求職者雇用支援機構（仮称）への移行後に必要な改修

作業を実施し、速やかに移転

・ 地方業務の委託方式の廃止に伴い、地域障害者職業センター業務
と併せて効率化

・ 地域センター公用車の軽自動車への転換
144台の1/3 （▲約14百万円）

・ 地域センター事務集約化により事務担当職員の削減
47人〔16年度〕 → 33人〔22年4月〕 → 27人〔23年4月〕

・ 21年4月から地域障害者職業センターの業務となった助言・援助業
務を推進し、地域の就労支援機関における障害者支援を促進。
地域センターは当該機関では対応困難な障害者を重点とする業務
運営を更に加速



独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の概要
≪基礎データ≫

≪主な事務・事業≫

≪組織体制≫

＊ 役職員数は平成22年４月１日現在、予算額は平成22年度の数値、うち
国家公務員出身者・現役出向者についてはそれぞれの年度の４月１日現
在、うち国からの財政支出についてはそれぞれの年度の数値

役員 7人

うち
国家公務員出身者 1人 3人

うち
現役出向者 1人 1人

職員
716人

うち
国家公務員出身者 3人 7人

うち
現役出向者 62人 58人

予算 576.3億円
うち
国からの財政支出

318.7
億円

433.7
億円

【22年度】 【 （参考）21年度】

このほか
非常勤職員801人

法 人 に 占 め る
管理部門の割合

（全体）

予算
うち国からの

財政支出

235.2億円 235.1億円

給付金の支給額 171.9億円 171.9億円

その他の業務経費 63.3億円 63.2億円

75.1億円 74.9億円

8.7億円 8.7億円

257.3億円 ―　億円

　 調整金・報奨金、助成金の支給額 212.4億円 ―　億円

その他の業務経費 45.0億円 ―　億円

事務・事業

高年齢者雇用に関する給付金の支給・事業
主に対する援助

障害者職業能力開発校の運営

障害者雇用納付金の徴収及び調整金・報奨
金、助成金の支給・障害者雇用に関する相談
援助、啓発事業等

障害者職業センターの設置運営

本部 10部31課（250人）
うち管理部門

3部10課（73人）
29.2%

地方

国立職業リハビリテー
ションセンター

（48人）
１課（7人） 14.6%

国立吉備高原職業リハ
ビリテーションセンター

（30人）
１課（5人） 16.7%

地域障害者職業セン
ター（388人）

47ｾﾝﾀｰ5支所
（33人）

8.5%

16.5％

総 務 部

経 理 部

企 画 部

納 付 金 部

障 害 者 助 成 部

雇 用 開 発 推 進 部

雇 用 推 進 ・ 研 究 部

高 齢 者 助 成 部

監 査 室

職業リハビリテーション部

障害者職業総合センター 研究企画部・研究担当職

職 業 セ ン タ ー

広域障害者職業センター

地域障害者職業センター

本　部

理事長
理事

〈 管 理 関 係 〉

（ 高 齢 者関 係）

〈 障 害 者関 係〉

地　方
組　織

竹芝

幕張

監事



独立行政法人福祉医療機構の改革案について

▲5名 ▲3名

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞

理事4名
職員260名
10部1支店34課

理事3名（▲1名）
職員257名
10部1支店32課

理事3名
職員252名（▲5名）
8部1支店30課

≪削減数≫

・管理部門を再編し、管理職ポストの削減 ▲3名
・大阪支店の管理部門の廃止 ▲2名

▲8.98億円（22年度中を目途）

更に24年度末を目途に▲17.71億円

≪国庫納付見込額≫（簿価額）

・平成22年度中に職員宿舎（26戸）の入札手続きを実施
※残りの職員宿舎（72戸）については、宿舎の退去を促し、退去完了後、平成24年度末を目途に売却の手続きを進める

・平成22年度中を目途に公庫総合運動場の入札手続きを実施

▲1.73億円 ▲1.53億円

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞

（運営費交付金）

41.37億円
（運営費交付金）

41.20億円
（運営費交付金）

39.47億円

≪削減額≫

・福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡＭＮＥＴ）は、重複する行政情報の掲載を廃止
・大阪支店の管理部門の廃止及び事務所スペースの削減
・人件費の削減（24年度までにラスパイレス指数を概ね100とする。）
・電力使用量の削減、出張旅費の削減等

職員：定年後解消（22年度末に1名減、
23年度末に2名減、24年度末に
1名減と段階的に解消）

≪今後の対応≫
平成21年度 平成22年度 削減数

役員 2/7人中 0/6人中 ▲2

職員 4/260人中 4/257人中 －

１．ヒト（組織のスリム化）

２．モノ（余剰資産などの売却）

３．カネ（国からの財政支出の削減）

改革効果

国家公務員
OB関連

※更に24年度に
▲2.07億円を
削減。

仕分け前仕分け後

仕分け前仕分け後

仕分け後

仕分け後

仕分け後



①年金担保貸付事業、労災年金担保貸付事業

省内事業仕分け及び行政刷新会議仕分け結果を踏まえ、事業利用者の実態把握
及び代替措置となり得る他制度の現状把握を行いつつ、事業の廃止に向けた検討を
進める。

②福祉貸付事業、医療貸付事業

○ 利用者サービスの更なる向上に向けた取組の徹底
・資金貸付時の審査期間を更に短縮し 資金調達ニーズに迅速に対応する。
・資金貸付時の申請書類の更なる簡素化に向けた検討を行う。

○ 融資相談の強化
○ 有事対応・機動性の強化
○ 小規模組織に対する資金需要の支援の強化
○ 社会医療法人等の公益性の高い医療機関に対する資金需要の

支援の強化
○ 融資条件の改善等の利用者側の利便性の向上

仕分け後

４．事務・事業の改革

仕分け後



【参考】仕分け結果を踏まえた改革案について（福祉医療機構）

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

【福祉・医療貸付事業】
（評価結果）

効率化などに努めることを前提に、
福祉医療機構が実施し、事業規模は現
状維持。

○効率的かつスピーディーなやり方に
ついて検討の余地があり、融資業務
の見直し等効率化を図り、ユーザー
側の利便性向上と他機関との差別化
を図るべき。

○利用者サービスの更なる向上
・資金貸付時の審査期間を更に短縮し、資金調達ニーズに迅速に対応

（福祉貸付） 37.9日 → 30日以内
（医療貸付） 33.4日 → 30日以内

・資金貸付時の申請書類の更なる簡素化に向けた検討
（福祉貸付）複数様式の一元化、法人公表資料の活用等により、 申請書類を

30％程度簡素化する。
（医療貸付）法人公表資料の活用等により、申請書類を５%程度簡素化する。

○利用者ニーズへの対応、有事の対応等の機動性の確保
・利用者ニーズへの対応……融資枠の確保、融資条件の改善等に努める。
・有事対応・機動性の強化…有事における一時的な資金需要に迅速かつ機動的な

対応に努める。
・小規模組織に対する資金需要の支援の強化
・社会医療法人等の公益性の高い医療機関に対する資金需要の支援の強化

○利用者サービス
の向上

○利用者サービスの更なる向上に向けた取組の徹底
○有事対応・機動性の強化
○小規模組織に対する資金需要の支援の強化
○社会医療法人等の公益性の高い医療機関に対する

資金需要の支援の強化
○融資条件の改善等の利用者側の利便性の向上
○融資相談の強化

＜仕分け前の改革案＞ ＜仕分け後の改革案＞

○施設建設の構想から自治体の了承を
取るまでに２年は長すぎる。
融資申請に至るまでの事前相談期間
をできる限り短縮すべき。

（刷新会議仕分け）

○融資相談の強化
新規開設予定者、既設経営者に対し、円滑な施設整備を進め、安定した経営を

行う上で必要な情報提供等をセミナーや個別相談を通じ行っているところである
が、整備計画の早期段階から的確な融資相談に応じ、速やかに安定的な事業実施
が図れるよう必要な見直しの提案、助言等に努める。



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

【年金担保貸付及び労災年金担保貸付
事業】
（評価結果）
新たなセーフティネットを用意した

上で、事業廃止。

○年金を担保に貸し付ける仕組みが問
題（モラルに反する）。結果とし
て生活保護に追い込む例もありその
現状を機構が把握していない。

○セーフティーネットとしては、年金
担保はなじまないと考える。廃止し
た場合の一時的資金需要へのスキー
ムは考えるべき。

（刷新会議仕分け）

○国会でも指摘を受け、具体的にどう
いう用途に使われているのかサンプ
ル的に調査をして確認を行い、貸付
の中身の厳格化、廃止も含めた見直
し、あるいは他で担えるのか、重複
部分の問題も含め検討していく。

（省内仕分け）

省内事業仕分け及び行政刷新会議仕分け結果を踏まえ、事業利用者の実態把
握及び代替措置となり得る他制度の現状把握を行いつつ、事業の廃止に向けた
検討を進める。



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

【福祉医療経営支援事業】
経営セミナーは、民間経営のコンサ

ルタントとの役割の棲み分けについて
も論点として検討したい。

○経営支援事業も約７０％というセミ
ナーの満足度など、積極的に存続さ
せる意義が感じられなかった。
そもそも外部から講師を招いてのセ
ミナーなど、民間でどこでもやって
おり、あえて行わねば ならない必
然性はないのではないか。

○専門性、商品価値、機動性を高めて
ほしい。 （省内仕分け）

○民間コンサルとの棲み分け
・経営セミナーについては、民間コンサルの動向を把握した上で、重複部分の見

直し等の工夫ができないか検討する。

○顧客満足度、機動性の向上
・経営セミナーについては、受講者アンケートでニーズの高い「実践事例を通し

た経営管理に役立つ情報」、「経営指標データを活用した経営管理に役立つ情
報」等のカリキュラムを充実させ、一層の顧客満足度の向上に努める。

【福祉保健医療情報ｻｰﾋﾞｽ(WAMNET)

事業】
（評決結果）

改革案が妥当４人
改革案では丌十分５人

改革案では丌十分のうち、国、民間へ
３、事業継続するが更なる見直し２

○民間売却できないかということも
検討課題。

○厚生労働省が福祉サービス情報を一
元的に管理すべき。その情報をＨＰ
に入力、保守・管理するのが福祉医
療機構の仕事ではないか。

○日々更新される介護事業者情報など
を国が直接管理、提供するのはそぐ
わない。本来、自治体がそれらを担
うべき部分が多い。（省内仕分け）

○見直し案
実施主体を国・自治体又は民間が行うこととする場合には、

・実施主体を国又は自治体に移管することは、機構と同等のシステム構築と運
用コストが必要であり、実質的なコスト削減に繋がらない。

・民間への移譲・売却は、機構と同等のシステム構築と運用コストが必要であ
り、かつ収益性がないことから民間が実施するとは考えにくい。

このため、引続き機構で実施することとする。

ただし、福祉医療に関する行政情報は、国・自治体が担う業務であり重複して掲
載する必然性がないため廃止する。（別紙１参照）

＜仕分け前の改革案＞ ＜仕分け後の改革案＞

○全廃又は一部縮小の
３案を検討

○重複する行政情報の掲載を廃止、医療機
関・介護事業所情報等の掲載は引き続き
実施することとし、コスト削減を図る。



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

【組織・運営】
（評決結果）

改革案が妥当３人
改革案では丌十分６人

改革案では丌十分のうち、他独法との
統合・移管１、更なる見直しが必要５

○管理部門の整理をすべき。

○事業の移管・廃止の如何による。

○更なる人員の削減をして、給料を大
幅に下げるべき。

（省内仕分け）

○管理部門の再編
管理部門の再編（総務部、企画指導部、情報システム部）を行い、管理職ポスト
（部長▲２人、課長▲１人）の削減を行う。（22年度検討、23年度反映）

○給不水準の適正化
給不水準の適正化については、ラスパイレス指数が概ね100ポイントになるよう
給不水準の適正化に努める。（24年度までに実施）

○大阪支店の改革の方向性
・刷新会議仕分けでは、「融資体制が十分でない、スピーディーさについて検

討の余地がある」とされたことを踏まえ、顧客サービス（利便性・迅速性）
の維持・向上を図る必要がある。

・大阪支店を廃止した場合の費用削減効果は、▲1,530万円、同支店を存続さ
せ、管理部門を廃止するなどした場合の費用削減効果は▲2,7９0万円という
結果であった。

これらを踏まえ、大阪支店は、顧客サービスの観点から貸付部門のみに特化す
ることとし、管理部門を廃止することとする。（別紙２参照）

○廃止した場合の費用
対効果を検証し、
22年度上半期中に
結論を示す。

＜仕分け前の改革案＞ ＜仕分け後の改革案＞

○大阪支店の管理部門を廃止する
・次長ポスト、課長代理ポストの廃止
・事務所スペースの縮減



WAMNET事業の改革の方向性

改革案 参考（引き続き実施した場合）

システム最適化計画に基づくコスト削減 実施 実施

行政情報の掲載 厚生労働省ＨＰに掲載 継続

医療機関・介護事業所情報等の掲載 継続 継続

コスト削減額
22年度予算額７.０億円

23年度：▲1.0億円
24年度：▲3.0億円

2３年度：▲1.０億円

メリット
○ケアマネジャーの利便性確保
○担当職員の雇用配慮

○ケアマネジャーの利便性確保
○担当職員の雇用配慮
○現場の混乱回避

デメリット
○事業費がかさむ
○自治体ＨＰとの部分的重複

○事業費がかさむ
○自治体ＨＰとの部分的重複
○厚労省ＨＰとの部分的重複

別紙１



別紙２

大阪支店の改革の方向性
現状 改革案 参考（廃止した場合）

福祉医療貸付
・融資相談、審査
・契約・資金交付

・顧客サービスの観点から貸付部門のみに特化
・管理部門の廃止

福祉医療貸付業務の全てを本部へ一元化

組織 ４課（２７人）
事業費 ３１０，６５７千円
面積 ５７２㎡

・▲１課（▲２人）
次長ポスト ▲１
課長代理ポスト ▲１

・事務所スペースの縮減（▲１５０㎡）

・▲１課（▲３人）
支店長ポスト ▲１
課長代理ポスト ▲１
係長ポスト ▲１

・事務所スペースの縮減（▲５７２㎡）

顧客サービス（利便性、迅
速性）の観点から東京・大
阪で実施

行政刷新会議事業仕分けの以下の意見を踏まえ、福祉医
療貸付事業は現状の体制を維持し、管理部門を廃止する。

①貸付事業自体は必要だが、独法自体が効率的かつスピーディーなや
り方をできているかという問題意識が強くある。

②やはり融資体制が十分でないという問題意識があり、スピーディー
さについてはまだ検討の余地はある。

組織のスリム化のための見直し

メリット

・顧客の利便性（大阪から東京へ来訪等を要しない）の
確保

・審査業務の迅速性（スピード）の確保
・運用経費の削減
・システムのバックアップ機能を現状のまま利用できる

・運用経費の削減

デメリット ・庶務機能の低下

・本部へ移管等による多額の一時的経費の発生
・顧客の利便性（大阪から東京への来訪等）の低下
・融資業務（審査・契約）のスピード低下
・システムのバックアップ機能を構築する必要があ

る

コスト削減額 ▲２７，８７２千円 ▲１５，３１３千円

一元化に伴う一時的経費 ７，４２８千円 １１６，４６６千円

実施を２３年度とした場合
２３年度の削減額

２４年度の削減額

▲２０，４４４千円

▲２７，８７２千円

１０１，１５３千円

▲１５，３１３千円



独立行政法人福祉医療機構の概要

≪基礎データ≫

≪主な事務・事業≫

事務・事業 事業費 うち国からの財政支出

福祉貸付、医療貸付、
福祉医療経営支援事業 3,122億円

計 ２，１６２億円

うち運営費交
付金・利子補
給金

７９億円

うち財政融
資資金

２，０８３億
円

年金担保貸付事業
労災年金担保貸付事業 1,952億円 －

福祉保健医療情報ｻｰﾋﾞｽ事業 7億円 6億円

退職手当共済事業
心身障害者扶養保険事業

1,253億円
（給付金を含

む）

262億円
うち退職手当共済事業の
給付費補助金 256億円

≪組織体制≫

情
報
シ
ス
テ
ム
部

福
祉
貸
付
部

管
理
部

共
済
部

助
成
事
業
部

総
務
部

理事
長

年
金
貸
付
部

医
療
貸
付
部

経
理
部

大
阪
支
店

経
営
支
援
室

監
査
室

役 員

監事

企
画
指
導
部

審議役

＊ 財投機関債を除く

＊ 役職員数は平成22年４月１日現在、事業費は平成22年度の数値、うち国家公務員出身者及びうち
現役出向者については各年度の４月１日現在、うち国からの財政支出については各年度の数値

9

役員 6名
うち国家公務員出身者 0名 2名

うち現役出向者 1名 1名

職員 257名
うち国家公務員出身者 4名 4名

うち現役出向者 6名 8名

事業費 6,409億円 うち国からの財政支出 2,466億円 3,227億円

【22年度】 【 （参考）21年度】

本部 10部28課2室
（230人）

うち管理部門
4部8課1室（74人）

32％

地方 4課
（27人）

うち管理部門
1課 （ 3人）

11％

（全体） 30％

法 人 に 占 め る
管理部門の割合



（独）国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の改革案について

▲３５人
※H22年度当初→H23年度末

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度末＞

２６５人 ２５６人 ２２１人

≪削減数≫

定年退職後の補充は原則として行わない。
・障害者支援部門・・・常勤数を削減。（ただし、サービスに支障を来さないよう非常勤を活用）

・管理部門の縮小・・・常勤数を削減（補充なし）

－

≪国庫納付見込額≫

※保有資産の売却は、立地条件等を踏まえると極めて困難。

▲１．０億円

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞ ≪削減額≫

職員数の削減
診療所の運営改善（経費の節減等）

役員：国家公務員ＯＢが就

任しているポストについて、
次期改選時（H25.3月）に公

募。

≪今後の対応≫

職員数の削減

２１．２億円 １７．６億円 １６．６億円
（運営費交付金）

平成21年度 平成22年度 削減数

役員 2/5人中 2/5人中 －

職員 0/265人中 0/256人中 該当なし

国家公務員
ＯＢ関連

１．ヒト（組織のスリム化） 改革効果

運営費交付金（退職手当相当額を除く）について、
第２期中期目標（対19年度と24年度との比較で２３％削減）を
上回る約２９％を削減予定。（※各年度の金額は、退職手当相当額を除く）

（運営費交付金） （運営費交付金）

２. モノ（余剰資産などの売却）

３. カネ（国からの財政支出の削減）



とともに、支援が困難な者を短期で新規に受け入れてのモデル的支援を拡充

［従来からの取組］ ・重度・重複等の支援が困難な知的障害者への地域移行支援
・矯正施設等を退所した知的障害者への社会生活定着支援

［新たな取組］ ・精神科病院に入院する知的障害者に対する自立支援
・認知症と知的障害を併存するケースに対する支援
・今後の総合福祉制度の創設を踏まえた取組 等

○重度・重複などの支援が困難な知的障害者に対するモデル的支援の拡充

○養成・研修機能の強化
モデル的支援の実践や調査研究の成果等を踏まえ、全国の知的障害者関係施設等

職員の養成・研修を強化

人員のスリム化を図りつつ、以下の事業改革に取り組む。

４．事務・事業の改革

全国から受け入れた最重度の知的障害者に対する地域移行のための支援に更に取り組む

（モデル的支援の具体的内容）



独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の概要

≪基礎データ≫

≪主な事務・事業≫

≪組織体制≫

事務・事業 予算 うち国からの
財政支出

総合施設の設置・運営 38.8億円 24.0億円

調査・研究及び情報提供 0.8億円 0.8億円

知的障害者の支援業務従事者に
対する養成・研修

0.6億円 0.5億円

障害者支援施設の求めに応じた
援助・助言

0.2億円 0.2億円

理
事
長

理

事

法
人
事
務
局

総
合
施
設

診療所

総務部

企画研究部

事業調整部

生活支援部

活動支援部

地域支援部

監事

役員
５人

（うち監事（非常
勤）２人）

うち
国家公務員出身者 ２人 ２人

うち
現役出向者 － －

職員
２５６人

うち
国家公務員出身者 ０人 ０人

うち
現役出向者

６人
（うち２人は
営繕専門職）

５人
（うち１人は
営繕専門職）

予算 ４０．４億円
うち
国からの財政支出

25.5億
（退手相当
額を含む）

24.1億
（退手相当
額を含む）

このほか
非常勤職員９４人

【22年度】 【 （参考）21年度】

＊ 役職員数は平成22年４月１日現在、予算額は平成22年度の数値、うち国家公務
員出身者・現役出向者についてはそれぞれの年度の４月１日現在、うち国からの
財政支出についてはそれぞれの年度の数値

本部
６部１所
１２課

（256人）

うち管理部門
１部２課（23人）

9.0％

地方 なし なし －

法人に占める
管理部門の割合

１



独立行政法人労働政策研究・研修機構の改革案について

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞

１２１人 １１８人 １１４人※

≪削減数≫

役員：公募選考を経た者
職員：転籍して研究者となった者

≪今後の対応≫

※法人設立時＇平成15年度（の140名に比べ25名の減員、８割程度の人員規模に。

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞
２８．９億円 ２７．７億円 ２６．２億円

≪削減額≫

・ｷｬﾘｱﾏﾄﾘｯｸｽについて、機構の事業としては廃止の上、厚労省に運営を移管

・高校生への就職関係副読本、労働関係図書・論文表彰の賞金を廃止
・霞ヶ関事務所を廃止
・資料センターでの図書の購入の縮減 など

※ 上記１の組織のスリム化
による４人の削減分を含む。

平成21年度 平成22年度 削減数

役員 ２/６人中 １＇公募（/５人中 ▲１

職員 ５/121人中 ４※/118人中 ▲１

国家公務員
OB関連

※ この４名は研究者として転籍した者である。

▲４人 ▲３人

仕分け前仕分け後

１．ヒト＇組織のスリム化（

３．カネ＇国からの財政支出の削減（

▲1.5億円 ▲0.6億円

仕分け前仕分け後

２．モノ＇余剰資産などの売却（

改革効果

※ 運営交付金の額。施設整備費は、毎年の施設・設備の改修の内容によって増減する。

注１．キャリアマトリックスの見直しに伴い、国の事業であるキャリモバについても廃止＇▲0.4億円：Ｈ24年度（
注２．高校生への就職関係副読本の廃止に伴い、国の事業である高校生への就職関係副読本の印刷・配布についても廃止＇▲0.1億円：Ｈ23年度（

（参考）機構の所有施設は、法人本部・労働政策研究所（東京都練馬区）、
労働大学校（埼玉県朝霞市）のみ。

・ 厚生労働省関係の他の施設で実施されている研修の労働大学校への集
約化を図ることにより、労働大学校の土地・建物の有効活用を図る。



（労働政策研究の改革）

○ 労働行政を取り巻く情勢の変化に迅速・的確に対応し、労働行政の適確な企画・立案にこれまで以上に
貢献するため、平成２２年度から新たに次の２つの取組を実施。
なお、下記１．の実施に際しては、法案作成など緊急の調査ニーズを逃すことのないように、機構所管課におい

て、各部局の調査ニーズの把握を年度ごとから四半期ごとに改めた上で、これを基に政策統括官と機構理事長が
意見交換し、緊急調査の実施を決定する仕組みを新たに設ける等、更なる見直しを実施。

１．緊急の政策課題に的確に対応した調査・分析
部門横断のプロジェクトチームを設置し、厚労省からの緊急の研究要請に対し短期・集中で成果を出

す調査・分析の仕組みを創設（取組例：①未就職卒業者についての緊急調査、②リーマンショック後の
日系人の就労状況に関する緊急調査）。

２．労働政策の事後評価に資する調査・研究
主要な労働政策の実施状況や政策効果についての調査研究等を実施し、労働政策のＰＤＣＡサイクル

に資するための調査研究を新たに実施（取組例：①改正パート法の政策評価のための調査、②非正規労
働者の能力開発とジョブカード有効活用のための調査研究）。

（労働行政職員研修の改革）

１．労働大学校での中央研修の合理化

２．貧困・困窮者支援における福祉との連携など新たな雇用対策に対応した職員研修
貧困・困窮者支援や若年者支援の強化といった新たな雇用対策に対応して、求職者の住居・生活支援

に関する相談への対応などハローワーク職員の研修を強化。ハローワーク職員の資質を高め、行政サー
ビスの質を向上させる（取組例：①労働に隣接する分野（福祉分野）に関する知識も含めた貧困・困窮
者に対する総合相談についての科目を新設、②若年者雇用問題の最新状況・研究成果を教授するととも
に、実践的な若年者支援の演習（「若年者就職サポート演習」等）を行う。）

４．事務・事業の改革

仕分け後

労働大学校で実施している研修のうち、都道府県労働局等において実施可能な研修について、都道
府県労働局等に移管する。 仕分け後



【参考】仕分け結果を踏まえた改革案について
＇独立行政法人労働政策研究・研修機構（

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

１．法案作成などで参考となるようなスケ
ジュールで調査を行うべき。
《省内事業仕分けでの指摘事項》

１．ニーズの積極的な把握による的確な
調査研究の実施＇改革案の強化（

＜仕分け前の改革案＞

＜仕分け後の改革案＞

○ 平成２２年度から、労働行政を取り
巻く情勢の変化に迅速・的確に対応し、
労働行政の適確な企画・立案にこれ
まで以上に貢献するよう、「緊急課題
に的確に対応した調査・分析」を行う。

○ 緊急の調査ニーズを逃すことのない
ように、機構所管課において、各部局
の調査ニーズの把握を年度ごとから
四半期ごとに改めた上で、これを基に
政策統括官と機構理事長が意見交換
し、緊急調査の実施を決定する仕組
みを新たに設ける。



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

２．研究内容の公表、研究費用の公表を行
うべき。
《省内事業仕分けでの指摘事項》 ○ 機構における研究報告書等の調査研

究の成果については、ホームページ等を
通じて、積極的に広く国民に公表している
ところである。

○ 研究費用については、今後、公表する。

３．調査研究を必要不可欠なものに重点化
すべき。
《省内事業仕分けでの指摘事項》 ○ これまでも、調査研究の必要性・緊急性

や政策への反映見込みについて、各部局
が吟味して提出した要請を機構所管課が
審査した後に、当省と機構とが調査研究
テーマの調整を開始し、各部局の局長級
―機構の役員・部長級が意見交換を行っ
た上で調査研究テーマを決定しており、
こうしたスキームの活用によって、引き続
き調査研究テーマの重点化を図る。

２．研究費用の公表＇新規追加（

３．調査研究の重点化



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

４．法人の自主収入の確保に努めるべき。
《省内事業仕分けでの指摘事項》

○ 出版物等の成果物の販売促進等により、
今後とも自己収入の確保に努める。

５．調査研究については、大学等民間への
委託により実施すべき。
《省内事業仕分けでの指摘事項》 ○ これまでも、厚労省において、大学、シ

ンクタンク等民間に委託できる調査研究
については民間への委託により実施する
一方で、労使からの中立性が求められる
審議会の資料や、中期的に調査研究を
継続する必要があるもの、労働現場の丹
念な実態把握を必要とするもの等、民間
ではなし得ない調査研究については機構
に要請するといった役割分担を念頭に実
施しており、各部局に対し、引き続き上記
の役割分担についての考え方の徹底を図
る。

４．自主収入の確保への取組

５．機構と民間との役割分担の徹底



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

６．国家戦略に資するような独自研究を行う
ことはできないか。
《省内事業仕分けでの指摘事項》

○ 課題研究＇厚労省からの要請に応じて
機構が単年度で実施する調査研究（の
テーマを設定する過程において、機構独
自の問題意識を踏まえるような対応に努
める。

６．課題研究テーマの設定過程において
対応を検討＇新規追加（



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

７．キャリアマトリックス＇総合的職業情報デ
ータベース（は廃止すべき。
《行政刷新会議事業仕分けでの指摘事項》

○ キャリアマトリックスについて、機構の事
業としては廃止し、厚労省に運営を移管
する。
なお、キャリアマトリックスの見直しに伴
い、国の事業であるキャリモバへの配信を
廃止＇※（する。

※ 上記に伴い、国の事業であるキャリモバについて
も、国庫債務負担行為による契約期間が終了する
平成２３年度末をもって廃止 ＇労働相談に関するＱ
＆Ａ、労働法令に関する知識等のうち、一部の情報
は厚生労働省携帯用ＨＰに移設。（する。

８．労働関係図書表彰について、税金を
使って賞金を出す必要はない。
《行政刷新会議事業仕分けでの指摘事項》

○ 労働関係図書・論文表彰の賞金につい
ては、今年度から賞金を廃止する。

７．キャリアマトリックスについて、機構の
事業としては廃止し、厚労省に運営を
移管＇新規追加（

８．労働関係図書・論文表彰の賞金の廃
止＇新規追加（



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

９．宿泊棟の廃止など労働大学校の土地・
建物を有効活用すべき。

《省内事業仕分け・行政刷新会議事業仕
分けでの指摘事項》

○ 厚生労働省関係の他の施設で実施さ
れている研修の労働大学校への集約化
を図ることにより、労働大学校の土
地・建物の有効活用を図る。

９． 労働大学校の施設の在り方について
検討＇新規追加（



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

１０．労働大学校は国に移管すべき。
《行政刷新会議事業仕分けでの指摘事項》

○ 労働大学校については、研修内容の見
直しや土地・建物の有効活用を推進する
ことにより、その運営の改善を図っていく
こととするが、別紙１の理由により、労働
大学校を国の直轄機関に戻す理由を見い
だすことは困難である。

１１．各省が独自に研修施設を持つのでは
なく、国の職員に対する研修施設は共有
すべき。
《省内事業仕分けでの指摘事項》

○ 研修施設の共有化は以下の理由により
困難と考える。
・各府省は自己の職員の研修所を有し、
各分野に求められる知識・技術等を教授
し、行政サービスの向上を図っている。

・国の職員の研修所の共有については、
各々の行政分野ごとに、業務内容が大き
く異なり、必要とされる知識・技術等も異な
ることから、研修所の共有による合理化効
果は極めて限られたものになると考えら
れる。

・その一方、各府省の研修施設を共有化
すれば、各研修所の移転費用が発生する
とともに、これまで以上に多くの研修生の
受入れが可能な新たな大規模施設が必
要となるなど、新たなコストが発生する。



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

１２．地方でできる研修は地方で実施するな
ど研修内容の見直しを図るべき。

《行政刷新会議事業仕分けでの指摘事項》

○ 労働大学校で実施している研修のうち、
都道府県労働局等において実施可能な
研修について、都道府県労働局等に移管
する。

１３．管理部門をはじめとして、一層の人員
削減を図るべき。
《省内事業仕分けでの指摘事項》

○ 機構においては、これまでも人員削減
による効率化に努めてきたが、平成２２年
度についても、管理部門において４名の
人員を削減する。

１３．管理部門における人員削減＇改革案
の強化（

１２．労働大学校での中央研修の合理化
＇新規追加（

＜仕分け前の改革案＞ ＜仕分け後の改革案＞

３名削減 ４名削減



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

１４．さらに給与を引き下げるべき。
《省内事業仕分けでの指摘事項》

○ 平成２０年度には１０４．８であった事務
職員のラスパイレス指数を、管理職の給
与引き下げ・賞与カット、昇給抑制の実施
などにより、平成２２年度には１００相当に
する。

１５．他の関係機関と一層連携・情報交換を
すべき。
《省内事業仕分けでの指摘事項》 ○ 労働行政と関係する領域との関連も視

野に置いた総合的な労働政策研究を推進
する観点から、関係領域について研究す
る機関等との連携・情報交換の強化に努
める。

１５．関係機関と連携・情報交換の促進

１４．ラスパイレス指数の適正化
＇新規追加（



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

１６．法人の中立性が求められる中で、法人
の独立性を高め、ガバナンスを強化す
べき。

《行政刷新会議事業仕分けでの指摘事項》 ○ 理事長のリーダーシップの下に、全役
員と部長以上の全職員から構成される経
営会議を設け、職員の服務規律やコンプ
ライアンスの厳格化等内部統制の強化に
取り組んでおり、引き続きガバナンスの強
化に努める。

１６．役員選任の適正化などガバナンス
の強化



独立行政法人労働政策研究・研修機構の概要

≪基礎データ≫

≪主な事務・事業≫

事務・事業 予算 うち国からの
財政支出

労働政策研究 11.6億円 11.6億円

情報の収集・整理 9.0億円 9.0億円

成果普及等 4.4億円 3.4億円

労働行政担当職員研修 4.4億円 4.4億円

≪組織体制≫

＊ 役職員数は平成22年４月１日現在、事業費は平成22年度の数値、うち国家公務
員出身者及びうち現役出向者については各年度の４月１日現在、うち国からの財
政支出については各年度の数値
注１．平成21年10月に理事（厚労省現役出向者）を１名削減の上、厚労省ＯＢが

就いていた理事１及び非常勤監事１は公募
注２．法人発足時（平成15年10月）の140名から22名（▲16％）削減

役員 5名注１
うち国家公務員出身者 1名＇公募（ 2名

うち現役出向者 0名 1名

職員
118名注２

このほか
非常勤職員12人

うち国家公務員出身者 4名 5名

うち現役出向者 25名 24名

予算 29.4億円 うち国からの財政支出 28.4億円 32.1億円

理
事
長

国際研究部

研究調整部

理

事

所

長

労働経済分析部門

校

長

雇用戦略部門

労使関係・労使コミ
ュニケーション部門

就業環境・ワークラ
イフバランス部門

人材育成部門

キャリアガイダンス
部門※

【労働政策研究所】

教育担当

大学校事務局

【労働大学校】

【法人本部事務局】

研究６部門

総務部

経理部

監

事

≪組織図≫

※研究と研修との連携を図るため、労働大学校内に在席

調査・解析部

＊ 機構の事務・事業は、外部の有識者（公労使）で構成される「総合評価諮問会議」による事前・事後評価を受けており、その事務・事業には
労使の意見が反映されている。

【22年度】 【 ＇参考（21年度】

本部 ２部＇19名（
うち、管理部門
２部＇19人（ 100％

労働政策
研究所

３部、５研究部門
＇68人（

うち、管理部門
１課＇2人（ 3％

労働
大学校

教育担当、大学
校事務局、１研究
部門＇31人（

うち、管理部門
１課＇3人（ 10％

法人に占める
管理部門の割合

20％＇全体（



独立行政法人雇用・能力開発機構の改革案について

▲４９３人

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞

職員数３，６８９人 ３，５８８人 ３，０９５人（※1）

≪削減数≫

○総合大の全敷地（24万㎡）：簿価１１５億円
○所有地の約２割（28万㎡）：簿価７３億円
○借地の約２割（50万㎡）：年間借料５億円
○アビリティ・ガーデン：売却額３６億円
○私のしごと館：簿価２６９億円
○国際能力開発支援センター：簿価７７億円

≪国庫納付見込額≫

・職業能力開発総合大学校（相模原）の全敷地を売却し、附属校のある
小平に移転。
・ ポリテクセンター等の敷地など、保有資産全体の２割程度を処分。

▲２７０億円

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞

１，０７４億円 ８５５億円 ５８５億円(※2)

≪削減額≫

≪今後の対応≫平成21年度 平成22年度 削減数

役員 3/8人 0/6人 ▲3

職員 10/3,689人 0/3,588人 ▲10

１．ヒト（組織のスリム化）

２．モノ（余剰資産などの売却）

３．カネ（国からの財政支出の削減）

改革効果

国家公務員
OB関連

※1 都道府県への職業能力開発促進センター等の移管が行われればさらに職員が削減される。
※2 都道府県への職業能力開発促進センター等の移管が行われればさらに国からの財政支出が削減される。
※ 平成23年度～は、雇用・能力開発機構は廃止し、職業能力開発業務に限定して高齢・障害者雇用支援機構に移管することとされている。
平成23年度～の数字は、業務移管後の職業能力開発業務に係るもの。

解消済み



【総合大の見直し】

仕分け後

４．事務・事業の改革

○総合大について、現役指導員に対する再訓練に重点化する。

・ 職業訓練指導員の育成を担う、職業能力開発総合大学校の在り方に
ついては、労働政策審議会における議論を踏まえ、相模原校を廃止し、小
平校に集約化するとともに、一律４年の長期課程（４年生訓練）や再訓練を
見直し、コストパフォーマンスの向上を図ることとしている。具体的には民間
企業経験者や工科系大学の卒業生で企業に採用された者等を対象とした
ハイレベル訓練（仮称）や、全国の職業訓練指導員向けのスキルアップ訓
練（１年に１回）を実施する方向で検討している。



【参考】仕分け結果を踏まえた改革案について（雇用・能力開発機構）

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

１．職業能力開発総合大学校については、
①廃止すべき。

②小平校に統合後、指導員数の見直しを行いつ
つ、養成訓練機能を４年課程から２年課程として
残し、養成効率を高めるべき。

③再訓練の充実・強化についても、更なる見直し
を検討すべき。

２．職業能力開発大学校（ポリテクカレッジ）や職
業能力開発促進センター（ポリテクセンター）につ
いては廃止し、都道府県や民間の機関において
実施すべき。

○職業訓練指導員の育成を担う、職業能力開発総合大学校の
在り方については、労働政策審議会における議論を踏まえ、相
模原校を廃止し、小平校に集約化するとともに、一律４年の長期
課程（４年生訓練）や再訓練を見直し、コストパフォーマンスの向
上を図ることとしている。具体的には民間企業経験者や工科系
大学の卒業生で企業に採用された者等を対象としたハイレベル
訓練（仮称）や、全国の職業訓練指導員向けのスキルアップ訓練
（１年に１回）を実施する方向で検討している。

○ポリテクカレッジやポリテクセンターについては、希望
する都道府県には受け入れやすい条件を整備した上で、
その機能維持を前提に移管することとしている。

○ポリテクカレッジやポリテクセンターにおいては、民間
では実施困難なものづくり訓練を実施している。ただし、
雇用のセーフティネットとしての離職者訓練に限っては、
迅速に必要な職業訓練を確保するため、民間で実施可
能な職業訓練については民間教育訓練機関等に委託し
て実施しているが、これについても、定型化した委託訓
練について、都道府県への移管を進めている。

○なお、都道府県に移管されない施設については、高
齢・障害・求職者雇用支援機構に移管し、訓練ニーズを
把握するとともに、ユーザーである労使の意見、労働政
策審議会の意見を十分聴いた上で、必要性がある施設
は引き続き運営し、必要性が無い施設は、廃止を含めて
検討することとしている。



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

４．組織のスリム化、ニーズとの合致、運営効率
の観点から、更なる見直しを行うべき。

○雇用・能力開発機構を廃止し、高齢・障害・求職者雇
用支援機構に職業訓練業務を移管するに当たっては、
徹底した組織のスリム化を図り、職員数を３，５８８人
（平成２２年度）から３，０９５人(※)（平成２３年度）に、
約１４％の大幅削減（４９３人削減）を行うこととしている。

※都道府県への職業能力開発促進センター等の移管が行われればさらに職
員が削減される。

○職業訓練業務を移管後の高齢・障害・求職者雇用支
援機構においては、ユーザーである労使の代表が法人
の意思決定に参画する運営委員会や、都道府県単位
で地域の労使の代表等から訓練ニーズを把握するた
めの協議会を設置すること等により、ニーズを踏まえた
効率的な運営を行うこととしている。

○また、移管後の状況を見て、業務についての必要な
見直しや、これに伴う組織のスリム化を図ることとして
いる。

３．事業者への助成金や、職業訓練受講生・求
職者への給付は、ハローワークで実施すべき。

○助成金に関する業務については、都道府県労働局
に移管することとしている。



独立行政法人雇用・能力開発機構の概要

≪基礎データ≫

≪主な事務・事業≫

≪組織体制≫

本部
８部１室
（288人）

うち管理部門
3部1室（143人）

49.7％

地方

職業能力開発総合
大学校 １校

職業能力開発大学校
（職業能力開発大学
校附属短期大学校
１２校） １０校

職業能力開発短期
大学校 １校

職業能力開発促進
センター ６１所
（3,300人）

うち管理部門
（393人）

11.9％

＊ 役職員数は平成22年４月１日現在、予算額は平成22年度の数値、うち
国家公務員出身者・現役出向者についてはそれぞれの年度の４月１日現
在、うち国からの財政支出についてはそれぞれの年度の数値

役員 ６人

うち
国家公務員出身者 0人 3人

うち
現役出向者 1人 1人

職員
3,588人

うち
国家公務員出身者 0人 10人

うち
現役出向者 17人 15人

予算 5,418億円
うち
国からの財政支出 855億円 1074億円

【22年度】 【 （参考）21年度】

このほか
非常勤職員47人

法人に占める
管理部門の割合

14.9％（全体）

事務・事業 予算
うち国からの
財政支出

職業能力開発総合大学校（相模原） 37億円 32億円

職業能力開発総合大学校東京校（小平） 21億円 19億円

職業能力開発大学校(10校)
職業能力開発大学校附属短期大学校(12校)
職業能力開発短期大学校(1校)
（ポリテクカレッジ）

186億円 156億円

職業能力開発促進センター(61所)
（ポリテクセンター）

369億円 358億円

雇用促進住宅 289億円 0円

職業能力開発促進センター

理

事

長

理

事

総 務 部

企 画 部

雇用管理部

業務推進部

大学校部

監 事 室
監
事

職業能力開発短期大学校

職業能力開発大学校

職業能力開発大学校附属
短期大学校（１２校）

本 部

１校

６１所

1０校経 理 部

勤労者財産
形成部

職業能力開発総合大学校

１校



労働者健康福祉機構の改革案について

▲６６人 ▲６１人

＜平成22年度＞
１５０人

＜平成23年度～＞
８９人

＜平成21年度＞
１５５人

▲10.3億円 ▲9.2億円２９．６億円 １９．３億円３３．５億円

＜平成21年度＞

≪削減数≫

岩手労災病院看護師宿舎等（建物約3,440㎡土地約11,000㎡）の売却（売却額の全額国庫納入）

＜平成22年度＞ ＜平成23年度～＞

≪国庫納付見込額≫

≪削減額≫

≪今後の対応≫

役員：公募（再公募）を実施
職員：解消（今年度末）

産業保健事業の見直し（産業保健推進センターの集約化、助成金事業の廃止）

産業保健事業の見直し（産業保健推進センターの集約化）

平成21年度 平成22年度 削減数

役員 3/7人中 2/7人中 ▲１

職員 2/13986人中 2/14251人中 ０

改革効果

▲２．５億円

※組織のスリム化（人件費、
事務所費の削減等）など

※ 役員公募の結果、適任者が不在のため、１名は暫定任用中

本部管理部門の効率化 本部職員の削減 ▲５人（併せて部課の再編を検討）

国家公務員
OB関連

１．ヒト（組織のスリム化）

２．モノ（余剰資産などの売却）

３．カネ（国からの財政支出の削減）

仕分け前仕分け後

仕分け後 仕分け前



４．事務・事業の改革

○一般競争の拡大

・ 随意契約見直し計画を策定（平成１９年度）、一般競争入札の更なる拡大、一般競争入札における一者応札に対する

取組の実施

⇒ 一者応札については、平成２１年度に業者に対して実施したアンケート調査に基づき、入札要件の緩和や入札公

告の早期実施等

・ 医業未収金の徴収業務について市場化テストを活用した一般競争入札を実施（平成２１年１０月から）

○調達の効率化

・ 後発医薬品の積極的な導入 ⇒ 平成２３年度に購入金額ベースで１５．０％を目標 ▲６．５億円

・ 医療機器の共同購入の拡大 ⇒ 共同購入対象機器に乳房Ｘ線撮影装置を追加

⇒ 更なる調達コストの削減に向けて放射線医療機器における共同購入対象機器の

基準を現状の５千万円以上から１千万円以上に引き下げることを検討

・ 病院情報システム調達に係る競争性向上

⇒ 基幹システムの更新時期を合わせることや、コンサルタントを介在させること等により競争性を高めながら、各病

院に共通的なシステムを構築し、それを用いること等で調達コストを削減 ▲４．６億円（平成２２年度予定） （対象

施設を拡大して調達コストを削減）

○人件費削減

・ 人件費の適正化のため、賞与支給月数のカット及び管理職加算割合のカット等

・ 給与カーブのフラット化 ⇒ 関係者と調整済（給与カーブのフラット化を促進） ▲２０億円

仕分け後

仕分け後

仕分け後

仕分け後



【参考】仕分け結果を踏まえた改革案について（労働者健康福祉機構）

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

１．労災病院へのガバナンスを強化しつつ、労災
病院事業の効率化と機能強化を図るべき。

・ ガバナンスの一層の強化を図るため、労災病院
ネットワークにおける各病院の役割指示、PDCA
による評価と改善、経営指導等を徹底

・ 労災病院としての機能強化を図るため、職を失
うことなく治療を継続する「両立支援」の取組、勤
労者のメンタルヘルス対策等の取組を強化

・ 平成22年度末までに、個々の病院ごとの在り方
を検証

２．労災リハビリテーション作業所、労災看護専
門学校は、廃止又は効率化等を図るべき。

＜労災リハビリテーション作業所＞
・ １施設廃止（平成23年度末）
・ 残る作業所も入所者の退所先を確保しつつ順
次廃止

＜労災看護専門学校＞
・ 授業料の値上げ等による交付金の縮減を検討

３．産業保健推進センター事業の効率化を図る
べき。

・ 専門的・実践的な研修、助言等の業務に特化し、
窓口を設置しての相談業務は廃止

・ 関係者と調整を図り、平成25年度までに47拠点
を1/3程度まで順次集約化し、併せて、交付金の
縮減、職員の削減を推進



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

４．小規模事業場支援促進助成金事業は廃止す
べき。

・ 廃止

（平成21年度～平成22年度に申請した事業者については、支給期
間（3か年）終了後に廃止）

５．自発的健康診断受診支援助成金事業は廃止
すべき。

・ 廃止

６．組織・運営体制（本部管理部門を含む。）の効
率化を図るべき。

・ 役員公募の実施

・ 行政OB職員（2名）の解消（今年度末）

・ 本部管理部門の効率化 ▲5人（併せて部課の

再編を検討）

・ 労災病院に対するガバナンスの一層の強化

＜省内仕分け前の改革案＞

事業の継続

＜仕分け後の改革案＞

事業を廃止



独立行政法人労働者健康福祉機構の概要

≪基礎データ≫

≪主な事務・事業≫

≪組織体制≫

本部
７部２室
（117人）

うち管理部門
４部２室（67人）

57.3％

地方
労災病院30施設
その他65施設

（14,134人）

うち管理部門
514人

3.6％

※1 役職員数は平成22年４月１日現在、予算額は平成22年度の数値、うち国家公務員出
身者・現役出向者についてはそれぞれの年度の４月１日現在、うち国からの財政支
出についてはそれぞれの年度の数値

※2 平成22年4月1日現在の役員2名のうち、1名は暫定任用（→再公募）

役員 7人
（うち監事２名）

うち
国家公務員出身者

2人 3人

うち
現役出向者

1人 1人

職員
14,251人

うち
国家公務員出身者

2人 2人

うち
現役出向者

65人 64人

予算 3,145億円
うち
国からの財政支出 310億円 396億円

【22年度】 【 （参考）21年度】

このほか非常勤
職員 801 名

法人に占める
管理部門の割合

4.1％（全体）

事務・事業 予算 うち国から
の財政支出

労災医療推進のための事業 2,839 104

労災病院事業 2,685 0

労災病院事業以外 153 104

未払賃金立替払事業 266 202

その他 41 4

（単位：億円）

労災リハビリテーション作業所

理

事

長

理

事

総 務 部

経営企画室

経 理 部

医療事業部

産業保健部

監 事 室監
事

産 業 保 健 推 進 セ ン タ ー

本 部

１箇所

職 員 部

医療リハビリテーションセンター

営 繕 部

賃金援護部

総 合 せ き 損 セ ン タ ー

産 業 殉 職 者 霊 堂

看 護 専 門 学 校

労 災 病 院 ３０箇所

１箇所

９箇所

４７箇所

６箇所

１箇所



独立行政法人国立病院機構の改革案について

▲国家公務員５万人が
減少

※一般職の国家公務員の１５％

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞

５０，０４３人 ５１，０５８人 非公務員化

≪削減数≫

▲５７億円相当の跡地を
国庫納付

≪国庫納付見込額≫

・ 再編成計画により、これまで廃止した病院の跡地を国庫納付（７病院跡地 ２６４，５５９㎡）

▲３０億円
（診療事業分の▲６１％）

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞

７５億円 ４９億円 １９億円

≪削減額≫

役員：公務員OBポスト１名に
ついて、改選時に公募
を実施

≪今後の対応≫
平成21年度 平成22年度 削減数

役員 4/17人 1/17人 ▲3

職員 0/50,043人 0/51,058人 -

１．ヒト（組織のスリム化）

２．モノ（余剰資産などの売却）

３．カネ（国からの財政支出の削減）

改革効果

・ 診療事業に充てられる交付金４９億円のうち、３０億円を削減
・ その他、運営費交付金で措置されている国期間分の退職給付債務（３４７億円）の一部を他独法と
同様の取扱いとすることにより、１８０億円を国からの直接払いに移行

【職員】

【運営費交付金（診療事業分）】

国家公務員
OB関連

機構のガバナンスの強化
が図れるよう、国との人事
交流のあり方の見直し

仕分け後



・ 本部・ブロック事務所のコスト削減
本部業務の見直しによる拠出金率（現状3％）の引き下げ、業務見直しによるブロック事務所
の更なる縮減に向けて検討

（参考）ブロック事務所の職員数：国（15年度：277人）→機構発足時（16年度：192人）→現在（164人）

・ 契約の徹底した適正化

契約監視委員会の指摘事項を踏まえ、原則一般競争入札化、競争性・公正性・透明性の確
保、一者応札・一者応募の解消に向けて、徹底した取組を進めていく。

（参考１）契約監視委員会の指摘事項等（20年度締結分）
・ 随意契約2,483件のうち、625件は一般競争入札への移行が可能
・ 一者応札1,987件は、仕様書の見直し、参加要件の変更などの見直しが必要

→ 指摘内容を全病院に通知し、より一層の適正な契約事務の遂行を指示
→ 22年度より随意契約（少額、緊急性のあるものは除く）について、その契約事由の妥当性を各病院の
契約審査委員会の審議を経て、更に本部の契約監視委員会で事前審議を実施

（参考２）契約監視委員会の指摘事項を踏まえた改善実施状況（21年12月25日～22年3月19日）
・ 前回一者応札契約 330件→130件（6割減）

うち100%契約 107件→ 31件（7割減）
→ 22年度調達案件のうち、前回一者応札及び前回１００％契約についても、契約監視委員会において
事前審査を実施

→ 入札説明会に参加しながら応札しなかった業者に対して追跡調査を実施し、原因究明に努力

・ 調達コストの一層の削減
共同入札で購入する医薬品リストの見直し、共同入札対象とする医療機器の機種拡大等に
取り組み、診療事業等に要する費用のさらなるコスト削減を図っていく。

４．事務・事業の改革

仕分け後

仕分け後



【参考】仕分け結果を踏まえた改革案について（国立病院機構）

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

２．本部経費縮減、ブロック事務所
は廃止を含めて検討

１．当該法人が実施し、事業規模は
縮減

本部・ブロック事務所のコスト削減（新規）

３．病院のガバナンスについては
抜本的見直し

○ 本部業務の見直しによる拠出金率（現状3％）の引き下げ、
業務見直しによるブロック事務所の更なる縮減に向けて検
討

（参考）ブロック事務所の職員数
国（15年度：277人）→機構発足時（16年度：192人）→現在（164人）

・ 直ちに検討開始。22年度より対応可能な事項から実施。

○ 機構のガバナンスの強化が図れるよう、国との人事交流
のあり方を見直す

・ 23年度（非公務員化）より抜本的見直し

４．入札改革

○ 22年度より随意契約（少額、緊急性のあるものは除く）に
ついて、その契約事由の妥当性を各病院の契約審査委員
会の審議を経て、更に本部の契約監視委員会で事前審議
を実施
（参考）契約監視委員会の指摘事項を踏まえた改善実施状況(21年12月25日～22年3月19日)

･前回一者応札契約 330件 → 130件(6割減)
うち100%契約 107件 →     31件(7割減)

機構のガバナンス強化（新規）

契約の徹底した適正化（追加）

・ 22年度より実施



本部
５部１室１３課
研究センター１

ブロック事務所６

うち管理部門
４部１室10課 (85人)
ﾌﾞﾛｯｸ事務所 (92人)

63.21％

病院 １４４病院
（50,778人）

うち管理部門
各病院の企画・管理
部門（医事除く）

（2,099人）

4.13％

独立行政法人国立病院機構の概要

≪主な事務・事業≫

事務・事業 予算 うち国からの財
政支出

診療事業 8,498億円
437億円(国期間分
の退職給付債務347億
円を含む)

臨床研究事業 103億円 33億円

教育研修事業 75億円 14億円

≪組織体制≫

＊ 役員数は平成22年４月１日現在、職員数は平成22年１月１日現在、予算額は平成22
年度の数値、うち国家公務員出身者、現役出向者についてはそれぞれの年度の４月１
日現在、うち国からの財政支出についてはそれぞれの年度の数値

病 院

病 院

病 院

病 院

病 院

病 院

病 院

・・

・・

本部

５部１室１３課

研究センター１

ブロック事務所６

１４４病院

≪基礎データ≫

役員
17人

常勤７人
非常勤10人

うち国家公務員出身者 1人 4人

うち現役出向者 2人 2人

職員
51,058人

うち国家公務員出身者 0人 0人

うち現役出向者

－
（特定独立行
政法人）

－
（特定独立行
政法人）

予算 8,676億円 うち国からの財政支出 484億円 504億円

【22年度】 【 （参考）21年度】

（116人）

（164人）

このほか非常勤
職員６，７０３人

法 人 に 占 め る
管理部門の割合

（全体） 4.46％

＊ 病院の管理部門は、庶務、経理等直接患者と接しない部門とした。



独立行政法人医薬品医療機器総合機構の改革案について

・審議役 ▲ 1人
・嘱託職員▲10人

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞

・審議役 3人
・嘱託職員 95人

・審議役 3人
・嘱託職員 85人（▲10人）

・審議役 2人（▲ 1人）
・嘱託職員 75人（▲10人）

≪削減数≫

職員の11人については、公募に

より採用した専門知識を有する者
のため継続して雇用する。

≪今後の対応≫平成21年度 平成22年度 増減数

役員 1/6人中 0/6人中 ▲1

職員 7/515人中 11/599人中 4

－

≪国庫納付見込額≫

※ＰＭＤＡは土地、建物等の固定資産は保有していない。

▲０．９億円

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞

（運営費交付金）
５．７億円

（運営費交付金）
４．４億円

（運営費交付金）
３．５億円

≪削減額≫

・ 運営費交付金について全体で約２０．３％削減

改革効果

国家公務員
OB関連

注）２１年度から増えた４人を含め１１名は、いずれも薬剤師又は歯科医師の資格を有し、公募による技術
系職員の選考試験に合格し、採用されたものである。

国からの現役出向者数（１２０人）を削減し、課長級以上の全職員（９５人）のうち、
プロパー職員の割合を、 ４年以内に、５０％以上にする。

１．ヒト（組織のスリム化）

２．モノ（余剰資産などの売却）

３．カネ（国からの財政支出の削減）

仕分け後



①審査関連業務と安全対策業務の拡充
・ドラッグ・ラグ、デバイス・ラグの完全解消に向け、中期計画に沿った人員増等の審査関連業務の拡充の推進
（ドラッグ・ラグは23年度までに、デバイス・ラグは25年度までに解消）

・関係企業等のニーズを踏まえた相談体制の充実
→ 「医薬品・医療機器薬事戦略相談推進事業」を「元気な日本復活特別枠」で要望

②研修の拡充強化
・医療現場・国際学会への派遣、中堅・管理職研修の充実

③レギュラトリーサイエンスの普及推進
・連携大学院構想の推進、国際基準策定に寄与

④職員の意識改革
・利用者の立場に立った業務遂行や無駄削減の取組み
・国際舞台での積極的活躍
・キャリア・パスの明確化（研修、人事交流などを経た管理職等への昇進の目安を明示）

⑤ガバナンスの強化
・キャリア・パス、現役出向の在り方等の検討のための外部有識者会議の設置
・国からの現役出向者数（１２０人）を削減し、課長級以上の全職員（９５人）のうち、プロパー職員の割合を４年以
内に５０％以上に
・理事長と職員との直接意見交換の充実

⑥民間（学界、医療現場、産業界）との人事交流

①随意契約の見直し・冗費の徹底削減
②３業務（審査・安全・救済）の情報連携による業務効率化
③国民及び関係者の声の業務運営への反映

２．コスト改革

仕分け後

仕分け後

４．事務・事業の改革

１．人材改革

①生活者の目線に立った情報提供
②国際化に対応した情報提供

３．情報改革

仕分け後



【参考】仕分け結果を踏まえた改革案について（医薬品医療機器総合機構）

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

１．審査関連業務・安全対策業
務の拡充

審査関連業務の強化

○ドラッグ・ラグ、デバイス・ラグの完全解消に向け、中期計画に沿っ
て、人員増等の審査関連業務の拡充を図る。

（ドラッグ・ラグは23年度までに、デバイス・ラグは25年度までに解消）

○関係企業等のニーズを踏まえた相談体制の充実を図る。（新規）
→「医薬品・医療機器薬事戦略相談推進事業」を「元気な日本復
活特別枠」で要望

安全対策業務の強化

○中期計画に沿って、人員増等の安全対策業務の拡充を図る。

２．出向の在り方の問題を含め、
ガバナンスの抜本的改革・
強化

外部有識者会議の設置（新規）

○プロパー職員のキャリア・パス、現役出向の在り方、民間との人事
交流の活性化等を検討するため、理事長直轄の外部有識者会議
を設置する。（直ちに設置）

現役出向者数の削減（新規）

○課長級以上の職員のうちのプロパー職員の割合を、 ４年以内に、
５０％以上にする。

理事長と職員との直接意見交換の充実
○職員の意見を聴く会等理事長と職員の直接意見交換の場の充実、
目安箱の設置等



独立行政法人医薬品医療機器総合機構の概要

≪基礎データ≫

≪主な事務・事業≫

事務・事業 予算 うち国からの
財政支出

健康被害救済業務 183億円 4億円

審査関連業務 104億円 2億円

安全対策業務 31億円 7億円

≪組織体制≫

本部
22部2室
（599人）

うち管理部門
4部（53人）

9%

地方 － －

＊ 役職員数は平成22年４月１日現在、予算額は平成22年度の数値、うち国家
公務員出身者・現役出向者についてはそれぞれの年度の４月１日現在、うち
国からの財政支出についてはそれぞれの年度の数値

役員 6人
うち国家公務員出身者 0人 1人

うち現役出向者 2人 2人

職員 599人
うち国家公務員出身者 11人注） 7人

うち現役出向者 120人 119人

予算 318億円 うち国からの財政支出 13億円 13億円

【22年度】 【 （参考）21年度】

救済部門 （３４名）
健康被害救済部

共通部分 （５３名）
総務部、財務管理部、
企画調整部

レギュラトリーサイエンス部

安全部門 （１２３名）
安全第一～第二部
品質管理部

審査部門 （３８９名）
審査業務部
審査マネジメント部
新薬審査第一～五部
生物系審査第一～二部
一般薬等審査部
医療機器審査第一～二部
信頼性保証部
国際部

理事

理事
（審査セン
ター長）

理事（技監）

（技術総括）

理
事
長

監事
２名

注）22年度から増えた４人を含め11人は、いずれも薬剤師又は歯科医師の資格
を有し、公募による技術系職員の選考試験に合格し、採用されたものである。

法人に占める
管理部門の割合



独立行政法人医薬基盤研究所の改革案について

▲４人

役員（非常勤監事）１名について
は、任期満了時に公募による選
任を実施

《削減数》

《今後の対応》

薬用植物資源研究センター和歌山圃場（４，８４７．２８㎡）の土地売却 ▲１．８億円
不要資産の国庫返納 ▲７３億円（平成２０年度決算時点）

▲７４．８億円 ▲１．８億円

〈平成２１年度〉
１２２．１億円

〈平成２２年度〉
１０３．２億円

〈平成２３年度〉
８９．９億円 ▲１３．３億円 ▲５億円

《削減額》

実用化研究支援事業の平成２３年度からの廃止による削減
※ 資金回収の見込める既出資分のみ経過的に実施。

基礎研究推進事業の新規事業分を国で実施することによる削減

※ 政府全体の「研究開発法人」のあり方
の検討を踏まえさらに検討

＜平成21年度＞＜平成22年度＞

８６人
（役員4、職員82）

＜平成23年度＞

平成２１年度 平成２２年度 削減数

役 員 １（非常勤監事）

／４

１（非常勤監事）
／４

０

職 員

嘱託職員（ＯＢ）

０／７９

３

０／８２

０

０

▲３

国家公務員
OB関連

８２人
（役員4、職員78）

・薬用植物資源研究センター和
歌山圃場の廃止（▲１支所）
・業務効率化や事業の見直し

８３人
（役員4、職員79）

改革効果

５支所 ５支所 ４支所 ▲１支所

１．ヒト（組織のスリム化）

２．モノ（余剰資産などの売却）

３．カネ（国からの財政支出の削減）

仕分け後

≪国庫納付見込額≫

仕分け後 仕分け前

仕分け後 仕分け前
仕分け後

仕分け後

仕分け後



○ 他の研究開発型の独立行政法人との統合

研究開発法人のあり方の検討も踏まえつつ、他の研究開発型の独立行政法人との統合を行い、
業務の効率化、合理化を図る。

○ ヒューマンサイエンス振興財団（ＨＳ財団）との関係の見直し
・ ＨＳ財団との共同による事業（細胞分譲）を廃止し、基盤研が自ら実施する。

※ 移管の具体的な方法等については、研究者への分譲に影響がでないよう留意しつつ、本年
度中を目途に検討

○ 基盤的技術研究、生物資源研究について、事業の重点化等による規模縮減
・ 難病など、民間では実施できない分野に特化し、重点化する。

・ ヒューマンサイエンス振興財団との関係の見直しに併せ、生物資源配分の適正な価格水準の
検討等を行い、交付金の縮減を図る。

４．事務・事業の改革

仕分け後

仕分け後

○ 基礎研究推進事業については、来年度より新規募集分を国で実施する。希少疾病用医薬品等開
発振興事業については、政府における研究開発独法のあり方の論議等も踏まえ、今後の事業の実
施体制を引き続き検討する。また、有識者会議等により助成額等の評価基準を作成し、国のガバナ
ンス強化を図る。

仕分け後



【参考】仕分け結果を踏まえた改革案について（（独）医薬基盤研究所）

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

１．基盤的技術研究、生物資源研究に
ついて、事業の重点化等による規模
縮減

難病など、民間では実施できない分野に特化
し、重点化する。

また、２．に記載の見直しと併せ、生物資源配
分の適正な価格水準の検討等を行い、交付金
の縮減を図る。

２．ヒューマンサイエンス振興財団（ＨＳ
財団）との関係を見直すべき。

ＨＳ財団との共同による事業（細胞分譲）を廃
止し、基盤研が自ら実施する。

※ 移管の具体的な方法等については、研究者への分譲
に影響がでないよう留意しつつ、本年度中を目処に検討。

３．基礎研究推進事業、希少疾病用医
薬品等開発振興事業について、事業
主体の一元化等の視点から、国等が
実施。

基礎研究推進事業については、来年度より新
規募集分を国で実施する。

希少疾病用医薬品等開発振興事業について
は、政府における研究開発独法のあり方の論
議等も踏まえ、今後の事業の実施体制を引き
続き検討する。

また、有識者会議等により助成額等の評価基
準を作成し、国のガバナンス強化を図る。



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

４．実用化研究支援事業の廃止 平成２３年度から廃止する。

※ 資金回収が見込める既契約分のみ経過的に実施。

５．承継業務の廃止 廃止する。

※ 既出融資のみ経過的に実施。

６．不要資産の国庫返納 旧機構から引き継いだ資産（政府出資金）を、国
庫返納する。

※ 承継業務に要するものとして約４８億円（既出融資等を
経過的に実施するための出資金は確保）、その他約２５億

円（平成２０年度決算時点）



独立行政法人医薬基盤研究所の概要

≪基礎データ≫

≪主な事務・事業≫

≪組織体制≫
【22年度】 【 （参考）21年度】

本部 ５部（ ５６人）
うち管理部門
２部３課（１６人）

２９％

地方 ５カ所（２６人） １課（３人） １２％

（筑波）

＊ 役職員数は平成22年４月１日現在、予算額は平成22年度の数値、うち
国家公務員出身者・現役出向者についてはそれぞれの年度の４月１日現在、
うち国からの財政支出についてはそれぞれの年度の数値

※（ ）は共通事務費（光熱水料等）から、各事業に要する事務費分を内数で表記

事務・事業 予算
うち国からの
財政支出

基盤的技術研究 ９．５億円
（うち １．０億円）

６．７億円
（うち１．０億円）

生物資源研究 １６．５億円
（うち６．６億円）

１４億円
（うち６．６億円）

研究開発振興事業
（基礎研究推進事業・実用化研究支援事
業・希少疾病用医薬品等開発振興事業）

７７．７億円
（うち ０．５億円）

７６．２億円
（うち ０．５億円）

承継事業（出融資事業） １．２億円
（４８億の原資の運用益
（０．７億）で実施）

役員 ４人

うち
国家公務員出身者 １人 １人

うち
現役出向者 １人 １人

職員
８２人

うち
国家公務員出身者 ０人 ０人

うち
現役出向者 ２９人 ２７人

予算 110.6億円
うち
国からの財政支出

103.2億円 122.1億円

このほか
非常勤職員159人

（全体） ２３％

法 人 に 占 め る
管理部門の割合



平成21年度 平成22年度 削減数

役員 2（監事+非常勤
監事）/4人中

1（非常勤監事）
/4人中

▲1

職員 0/75人中 0/75人中 －

入札により売却予定
（参考：H18.4.1時点 約６４５百万円）

≪削減額≫

中期目標期間において、保有する全ての職員宿舎（日野宿舎及び行徳宿舎）を売却

２．モノ（余剰資産などの売却）

国からの財政支出はなし。＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞
なし なし なし

≪削減額≫
３．カネ（国からの財政支出の削減）

監事（非常勤）は大臣任命
※平成２３年６月末に任期到来

≪今後の対応≫国家公務員
OB関連

１

各部門の人員配置を見直す。

（管理部門の人員を３名縮減(18→15)､
運用部門を強化。）

≪削減数≫

１．ヒト（組織のスリム化） 改革効果

職員７５名

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞

職員７５名
○資質の高い人材等の確保
○透明性の向上及び新たな業務に
対応した必要な機能の強化等

年金積立金管理運用独立行政法人の改革案について

☆ 年金積立金管理運用独立行政法人の運営の在り方については、厚生労働省に設置されて
いる「年金積立金管理運用独立行政法人の運営の在り方に関する検討会」の結果も踏まえ
て、見直すこととなる。



年金積立金管理運用独立行政法人の運営の在り方については、昨年（２００９年）１１月に厚生
労働省に設置された、有識者からなる「年金積立金管理運用独立行政法人の運営の在り方に関
する検討会」において議論が行われており、その結果も踏まえ、今後の運営を見直すこととなる。

（１）厚生年金及び国民年金の積立金の運用目標の設定について
（２）運用手法や運用対象について

a）アクティブ運用とパッシブ運用について b）運用対象資産とベンチマーク
（①新興国や成長分野などへの投資について ②全額国債で運用することについて） 等

（３）運用組織のガバナンスについて

a）運用業務の執行と監視について（理事長と運用委員会の位置付けの見直し） 等
b）分割して積極運用することについて 等

（４）その他

社会的責任投資等について 等

具体的な検討項目

開催実績・今後のスケジュール

・ 昨年１１月３０日に第１回検討会を開催。以降、６月７日までに８回の検討会を開催。
・ ６月２３日、「中間取りまとめ」を公表。
・ 今後、さらに議論を深め、本年中を目途にとりまとめ予定。
・ とりまとめ結果を踏まえ、必要に応じ、法改正などの対応が検討されることとなる。２

１．年度の業務概況書をより分かりやすく改善し、国民に対する情報公開・広報活動を充実する。
２．運用受託機関等の選定過程、管理運用委託手数料の水準についても運用委員会の審議の
対象とする。

３．市場への影響にも配慮しつつ、一定期間経過後に運用委員会の議事録を公表する。

透明性の向上
に関する具体
的な取組事項

４．事務・事業の改革（透明性の向上等）



年金積立金管理運用独立行政法人の概要

≪基礎データ≫

≪主な事務・事業≫

事務・事業
一般管理費及び業務
経費（うち管理運用
委託手数料を除く）

うち国からの
財政支出

年金積立金の管理・運用事業 ２４億円 ―

≪組織体制≫

本部
３部４室６課
（７５人）

うち管理部門
１部２課（１８人）

２４％

地方 ― ― ―

＊ 役職員数は平成22年４月１日現在 、予算額は平成22年度の数値、うち国家
公務員出身者・現役出向者についてはそれぞれの年度の４月１日（注）現在、う
ち国からの財政支出についてはそれぞれの年度の数値

役員 ４人

うち
国家公務員出身者

１人
（注）

２人

うち
現役出向者 １人 １人

職員
７５人 うち

国家公務員出身者 ０人 ０人

うち
現役出向者 ７人 ８人

一般管理費及
び業務経費（う
ち管理運用委
託手数料を除
く）

２４億円
うち
国からの財政支出 ― ―

【22年度】【 （参考）21年度】

このほか非常勤職員
０人

法 人 に 占 め る
管理部門の割合

（注）役員のうち平成21年度の国家公務員出身者は、平成21年７月１日に就任した非常
勤監事を含む。なお、平成23年6月末の任期到来の際には、公募を予定。

組織図（平成22年4月1日現在）

管理部

監事（2名）

参与

運用部

理事長 企画部

理事

情報システム室

運用委員会

審議役

インハウス運用室

監査室

調査室

うち非常勤監事 １人

＊ 年金積立金約120兆円を管理運用し、手数料は288億円、運用手数料率0.02%（平成20
年度実績）

（1名）



独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の改革案について

▲０人

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞

常勤役職員 ３９人 ３４人 ３４人

≪削減数≫

－

≪削減額≫

年金福祉施設等の譲渡により生じた収入から、事業運営に必要な経費を控除した残余の額を毎
年度国庫納付。

－

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞

０円 ０円 ０円

≪削減額≫

当機構は、国からの補助金・交付金等の財政支出はない。

－

≪今後の対応≫
平成21年度 平成22年度 削減数

役員 0/4人中 0/4人中 -

職員 0/38人中 0/33人中 -

１．ヒト（組織のスリム化）

・余剰資産は無い

２．モノ（余剰資産などの売却）

３．カネ（国からの財政支出の削減）

改革効果

国家公務員
OB関連

（独）年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律（平成２２
年法律第４８号）において、２年間延長することとして、平成24年10月1日で
解散（廃止）予定

解散までの間、業務量に応じて
組織の再編を行う。



４．事務・事業の改革

２，２２１億円（３０１施設）
出資価格（２，０１５億円）に対比で

２０６億円プラス

• 平成２４年１０月１日解散（予定）に向けて、オフィスの縮小や
運営費の節減を図り、１円でも多く国庫納付を行う。

これまでの売却額
（平成２２年８月４日までの累計）

国庫納付額
（売却額－ＲＦＯ運営費）

２，０２３億円

• 売却総額からＲＦＯの運営に要した経費を差し引い
た分を国庫納付する。

譲渡対象３０１施設の譲渡が完了。

※ ２２年度中に国庫へ納付する８９２億円を含む。

※ ２１年度末までのＲＦＯ運営費は、７７億円
・人件費１０億円
・不動産鑑定費用、売却手数料、アスベスト対策工事等６７億円



独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の概要

≪基礎デー
タ≫

≪主な事務・事
業≫
事務・事業 予算 うち国からの

財政支出

年金福祉施設等の譲渡又は廃止
・人件費 ２億円
・管理費（借料、光熱水料等） １．６億円

3.6億円 0

≪組織体制≫

本部
５部３課
（３３人）

うち管理部門
１部１課（６人）

18％

地方 － － －

＊ 役職員数は平成22年４月１日現在、予算額は平成22年度の数値、うち
国家公務員出身者・現役出向者についてはそれぞれの年度の４月１日現

在、うち国からの財政支出についてはそれぞれの年度の数値

役員 ４人

うち
国家公務員出身者

0人 0人

うち
現役出向者

0人 0人

職員
３３人

うち
国家公務員出身者

0人 0人

うち
現役出向者

11人 11人

予算
3.6億円

うち
国からの財政支出 0億円 0億円

【22年度】 【 （参考）21年度】

このほか
非常勤職員７人

法人に占める
管理部門の割合

18％（全体）

理事長（常勤）
理事（非常勤1人）
監事（非常勤2人）

理事長

(常勤)

理事(1人)

(非常勤)

監事(2人)

(非常勤)

譲渡業務
諮問委員
(5人)

総務部

（7人）

企画部

(8人)

業務推進部

(3人)

管理部

(8人)

施設部

(6人)

審議役

運営費

運営費
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